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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２８年３月１５日（平成２８年（行個）諮問第４８号） 

答申日：平成２９年６月５日（平成２９年度（行個）答申第３９号） 

事件名：本人に対する遺族補償給付等の支給決定に関する調査復命書等の一部

開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「本人の夫が疾病により死亡したことにかかる葬祭料・遺族補償給付支

給請求について，特定労働基準監督署がした支給決定に関する資料の一切

（給付請求書，調査復命書等を含む）」に記録された保有個人情報（以下

「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決

定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，不開示とす

ることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，神

奈川労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年１１月１７日付

け神個開第２７－３２３号により行った一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，おおむね以下のとおり

である。 

（１）不開示とされた文書の中には，審査請求人の亡夫であり，審査請求人

の遺族補償給付支給請求にかかる被災労働者である特定個人Ｃの特定年

ＤのＥ月から同年Ｆ月の「乗務員月報明細表」に添付された，同人が運

転していたバスのタコグラフのデータの写しと思われる文書（各「乗務

員月報明細表」に続く１５枚程度の紙に直径１２ｃｍ程度の円状のマス

キングが１～２個施されたもの）が含まれている。 

（２）かかるタコグラフデータは，特定個人Ｃが運転していたバスのタコグ

ラフであって，開示請求者以外の個人に関する情報であるということは

できず，開示請求者以外の特定の個人を識別することができる部分が記

載されているとも考えられない。したがって，タコグラフデータが法１

４条２号に該当しない。 

仮に開示請求者以外の特定の個人を識別することができる部分が記載
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されているとしても，その部分のみをマスキングすることも可能である。

したがって，タコグラフのデータのすべてを不開示とすることは，違法

である。 

（３）また，タコグラフのデータは，特定個人Ｃが運転していたバスの稼働

状況の機械的記録に過ぎず，法人の印影等が記載されているとも考えら

れないから，特定の法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがないことは明らかであり，法１４条３号イにも該当しない。 

（４）さらに，タコグラフのデータは，特定個人から聴取した内容にかかる

記述等が記載されたものではないことは明らかであり，法１４条７号柱

書きにも該当しない。 

（５）したがって，少なくとも，特定個人Ｃが運転していたバスのタコグラ

フのデータの写しを不開示としたことは違法である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成２７年９月２５日付けで，処分庁に対して，法１

２条１項の規定に基づき，「審査請求人の夫が，平成Ａ年特定月日に疾

病により死亡したことにかかる葬祭料・遺族補償給付支給請求について，

平成Ｂ年に特定労働基準監督署がした支給決定に関する資料の一切（給

付請求書，調査復命書等を含む）」に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がこれを

不服として，平成２７年１２月１７日付け（同月２１日受付）で審査請

求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新

たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報につ

いては，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，審査請求人の夫が，平成Ａ年特定月日に疾

病により死亡したことにかかる葬祭料・遺族補償給付支給請求について，

平成Ｂ年に特定労働基準監督署がした支給決定に関する資料の一切であ

る。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２の②，

３，７の①，８の①，９の①，１０の①，１１の①，１２の①，１

３，１５の③，１８の①，２０の②，２１の②，２２の②，２３の
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②，２４の②，２５の②，２６の②，２７の②，２８の②，２９の

②，３０の②，３１の②，３２の②，３３の②，３４の②，３５の

②，３６の②及び３７の②の不開示部分は，請求者以外の氏名，印

影など，請求者以外の個人に関する情報であって，請求者以外の特

定の個人を識別することができるものであるため，当該情報は，法

１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれ

にも該当しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当で

ある。 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号７の②，

８の②，９の②，１０の②，１１の②及び１２の②の不開示部分は，

特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあ

たり，請求者以外の特定個人から聴取をした内容である。当該聴取

内容に関する情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉

を受けることが懸念され，請求者以外の個人の権利利益を害するお

それがあるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同

号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維

持して不開示とすることが妥当である。 

イ 法第１４条３号イの不開示情報 

   （ア） 別表に記載した情報のうち，文書番号１５の①，１６，１７，

１８の②，１９，２０の①，２１の①，２８の①，２９の①及び３

８の不開示部分は，特定事業場等の印影である。印影は，書類の真

正を示す認証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これにふ

さわしい形状のものであることから，これらの情報が開示された場

合には，偽造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法

１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

（イ）別表に記載した情報のうち，文書番号１，２の①，１５の②，１

８の③，２２の①，２３の①，２４の①，２５の①，２６の①，２

７の①，３０の①，３１の①，３２の①，３３の①，３４の①，３

５の①，３６の①及び３７の①の不開示部分は，特定事業場の業務

内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にしていない内

部情報である。そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，

当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等から不当な干

渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに該

当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条７号柱書きの不開示情報 
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別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号７の②，８

の②，９の②，１０の②，１１の②，１２の②及び２９の②の不開

示部分は，特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分

を行うにあたり，請求者以外の特定個人から聴取した内容等である。

これらの聴取内容等が開示された場合には，請求者以外の個人の権

利利益を害するおそれがあることは，上記（２）ア（イ）で既に述

べたところである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的に

大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係に

ついて申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場側いずれか一

方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発生し，公

正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実関係につ

いての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。したがっ

て，これらの情報は，開示することにより，労働基準監督署におけ

る労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

ことから，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当するため，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上で，

別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年３月１５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年９月８日      審議 

   ④ 平成２９年４月２０日  本件対象保有個人情報の見分及び審議  

⑤ 同年６月１日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「本人の夫が疾病により死亡したことにかか

る葬祭料・遺族補償給付支給請求について，特定労働基準監督署がした支

給決定に関する資料の一切（給付請求書，調査復命書等を含む）」に記録

された保有個人情報であり，具体的には，別表の１欄に掲げる文書１ない

し文書３９に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号
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イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分のうち，一部を新

たに開示することとしているが，別表の３欄に掲げる部分については，な

お不開示とすべきとしている。 

審査請求人は，不開示部分の開示を求めていることから，以下，本件対

象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がなお不開示とすべきと

している部分の不開示情報該当性について，以下，検討する。 

２ 不開示情報該当性について  

（１）法１４条２号該当性について 

ア 別表の２欄に掲げる通番（以下「通番」という。）３，通番６，通

番１０，通番１２，通番１４，通番１６，通番１８，通番２０，通番

２２，通番２６，通番２９，通番３９，通番４２，通番４５，通番４

８，通番５１，通番５４，通番６０，通番６２，通番６４及び通番６

６ 

当該部分のうち，通番３は，特定事業場の組織図における審査請求

人以外の個人の職氏名又は氏名であり，通番６は，資料目録における

審査請求人以外の個人の氏名であり，通番１０，通番１２，通番１４，

通番１６，通番１８及び通番２０は，特定労働基準監督署の担当調査

官が審査請求人以外の個人から聴取した際の聴取書等に記載された被

聴取者の氏名及び住所であり，通番２２は，医師の印影及び署名であ

り，通番２６は，組織の概要図における審査請求人以外の個人の職氏

名又は氏名，ＦＡＸ送信書に記載された審査請求人以外の個人の職氏

名又は氏名及び電話番号，従業員名簿における審査請求人以外の個人

の職氏名，住所，電話番号及び年齢であり，通番２９は，協定書にお

ける審査請求人以外の個人の署名及び印影であり，通番３９，通番４

２，通番４５，通番４８，通番５１及び通番５４は，タコグラフにお

ける審査請求人以外の個人の署名及び印影であり，通番６０，通番６

２，通番６４及び通番６６は，点呼記録簿における審査請求人以外の

個人の氏名及び印影である。 

当該部分は，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに

該当し，かつ，審査請求人が知り得る情報であるとは認められないこ

とから，同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当す

る事情も認められない。また，当該部分は，個人識別部分であり，法

１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

イ 通番３４，通番３６，通番５６，通番６９，通番７２，通番７５及
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び通番７８ 

当該部分のうち，通番３４は，審査請求人以外の個人の検診結果一

覧表であり，通番３６は，審査請求人以外の個人の出勤簿であり，

通番５６は，審査請求人以外の個人の「健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」及び「乗務員月報明

細表」であり，通番６９，通番７２，通番７５及び通番７８は，審

査請求人以外の個人のアルコール検知結果である。 

当該部分は，それぞれ，一体として，法１４条２号本文前段に規定

する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識

別することができるものに該当し，かつ，審査請求人が知り得る情

報であるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

通番３４の個人の保険証番号，受診番号，コース，氏名，性別及び

年齢，通番３６の個人の氏名，通番５６の個人の氏名，生年月日，

郵便番号，住所，基礎年金番号及び資格取得年月日，通番６９，通

番７２，通番７５及び通番７８の個人の番号及び氏名並びに印影は，

個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地

もない。 

その余の部分である，通番３４の検診結果の内容，通番３６の日々

の出勤の状況，通番５６の標準報酬月額の内容及び日々の行程・就

業時間・運転時間等，通番６９，通番７２，通番７５及び通番７８

の検査結果及び検査年月日・時刻は，一般的に他人に知られたくな

い情報であり，かつ，同僚等の関係者にとって，当該個人を特定す

る手掛かりとなり得るものであることから，審査請求人以外の個人

の権利利益を害するおそれがないとは認められず，部分開示できな

い。 

以上のことから，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

ウ 通番４及び通番５ 

当該部分は，特定労働基準監督署から聴取された者を表す記述の部

分であり，法１４条２号本文後段に規定する審査請求人以外の特定

の個人を識別することはできないが，これを開示すると，職場の関

係者等にとって，個人を特定する手掛かりとなり得るものであり，

聴取されたことは被聴取者にとって一般的に他人に知られたくない

情報であることから，審査請求人以外の個人の権利利益を害するお

それがあるものに該当し，同号ただし書イないしハに該当する事情

は認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ
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とが妥当である。 

エ 通番５８ 

当該部分は，審査請求人の労災保険給付請求に係る事業主の証明が

出来ないとしている特定事業場側の職員を表す記述の部分であり，

法１４条２号本文後段に規定する審査請求人以外の特定の個人を識

別することはできないが，これを開示すると，職場の関係者等にと

って，個人を特定する手掛かりとなり得るものであり，証明が出来

ない理由が原処分で開示されているために，当該理由を述べている

ことは当該職員にとって一般的に他人に知られたくない情報である

ことから，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある

ものに該当し，同号ただし書イないしハに該当する事情は認められ

ない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）法１４条３号イ該当性について 

ア 通番２４，通番２７，通番２８，通番３０，通番３２，通番３３，

通番３５，通番３７，通番４０，通番４３，通番４６，通番４９，通

番５２，通番５５，通番５７，通番６８，通番７１，通番７４，通番

７７及び通番７９ 

当該部分のうち，通番７９は，健康保険関係団体の印影であり，通

番７９以外の部分は，特定事業場の印影である。 

健康保険関係団体及び特定事業場の印影は，文書が真正に作成され

たことを示す認証的機能を有するものとして，それにふわさしい形

状をしているものと認められ，当該部分が開示された場合には，偽

造により悪用されるおそれがある等，特定事業場等の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

イ 通番１，通番２，通番２５，通番３１，通番３８，通番４１，通番

４４，通番４７，通番５０，通番５３，通番５９，通番６１，通番６

３，通番６５，通番６７，通番７０，通番７３及び通番７６ 

当該部分のうち，通番１は，特定事業場の労働者災害補償保険法に

定める要件の該当状況であり，通番２，通番２５及び通番３１は，

特定事業場の労働者の総数及び職種別の労働者数であり，通番３８，

通番４１，通番４４，通番４７，通番５０及び通番５３は，タコグ

ラフに記載された車体ナンバー及び総走行距離であり，通番５９，

通番６１，通番６３及び通番６５は，点呼記録簿における車体ナン

バー，行き先，行程等であり，通番６７，通番７０，通番７３及び
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通番７６は，アルコール検知結果の簡略化した記載内容である。 

当該部分は，一般に公にしていない特定事業場の業務内容に関する

内部情報であり，審査請求人が知り得る情報であるとは認められず，

これを開示すると，取引関係や人材確保の面等において，当該事業

場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（３）法１４条７号柱書き該当性について 

通番１１，通番１３，通番１５，通番１７，通番１９及び通番２１は，

特定労働基準監督署の担当調査官が審査請求人以外の個人から聴取した

際の聴取書等に記載された聴取内容であり，審査請求人が知り得るもの

とは認められない。 

当該部分は，これを開示すると，被聴取者が把握・認識している事実

関係について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側い

ずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど事実関係について

の客観的申述を得ることが困難になり，労働基準監督機関における労災

認定等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，同条２号，３号イ及び７

号柱書きに該当すると認められるので，不開示とすることが妥当であると

判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別表 

１ 文書 ２ 

通番 

３ 諮問庁が不開示を維

持すべきとしている部

分 

４  諮 問 庁

が 主 張 す

る 不 開 示

情 報 該 当

性 （ 法 １

４ 条 該 当

号） 

文書

番号 

対象文書名 ２

号 

３

号

イ 

７

号

柱

書

き 

１ 遺族補償年金支給

請求書① 

１ ９頁１８行目ないし２１

行目，２３行目，２５行

目，２６行目，１０頁１

行目 

  ○   

２ 脳血管疾患及び虚

血性心疾患等（負

傷に起因するもの

を除く。）の業務

起因性の判断のた

めの調査復命書 

２ ①２頁「労働者数」欄１

文字目，２文字目，８頁

「事業場（所属部署）内

における被災労働者の位

置づけ」欄の右側のう

ち，人数の記載に係る部

分 

  ○   

３ ②８頁「事業場（所属部

署）内における被災労働

者の位置づけ」欄の右側

の不開示部分（①に掲げ

る も の 及 び 「 他 」 ，

「名」の記載を除く） 

○     

４ ②１１頁「労働時間の推

計方法」欄３行目１４文

字目ないし１８文字目，

６行目１文字目ないし３

文字目，１２行目４文字

目ないし６文字目 

○   

３ 資料目録 ５ １頁９行目４文字目ない ○     
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し９文字目 

６ １０行目ないし１５行目

（項番を除く。） 
○   

４ 遺族補償年金支給

請求書② 

７ なし 
      

５ 聴取書① ８ なし       

６ 電話聴取書① ９ なし       

７ 聴取書② １０ ①１頁２行目３文字目な

いし最終文字，３行目３

文字目ないし最終文字，

４行目３文字目ないし最

終文字，５行目７文字

目，８文字目，１０文字

目，１２文字目，１５文

字目，１６文字目 

○     

１１ ②１頁８行目ないし３頁

右側１４行目（項番を除

く） 

○   ○ 

８ 電話聴取書② １２ ①１頁３行目５文字目な

いし最終文字，４行目７

文字目ないし最終文字 

○     

１３ ②１頁６行目ないし３頁

１１行目（項番を除く） 
○   ○ 

９ 電話聴取書③ １４ ①１頁３行目５文字目な

いし最終文字，４行目７

文字目ないし最終文字 

○     

１５ ②１頁６行目ないし３頁

１５行目（項番を除く） 
○   ○ 

１０ 電話聴取書④ １６ ①１頁３行目５文字目な

いし最終文字，４行目７

文字目ないし最終文字 

○     

１７ ②１頁６行目ないし２頁

７行目（項番を除く） 
○   ○ 

１１ 電話聴取書⑤ １８ ①１頁３行目５文字目な

いし最終文字，４行目７

文字目ないし最終文字 

○     

１９ ②１頁６行目ないし４頁 ○   ○ 
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３行目（項番を除く） 

１２ 電話聴取書⑤ ２０ ①１頁３行目５文字目な

いし最終文字，４行目７

文字目ないし最終文字 

○     

２１ ②１頁６行目ないし５頁

１５行目（項番を除く） 
○   ○ 

１３ 意見書等 ２２ １頁印影部分，２頁印影

部分，４頁署名部分 
○     

１４ 救急車出動状況に

ついて（回答）等 

２３ なし 
      

１５ 労災保険給付請求

にかかる資料の提

出について（ご依

頼）等 

２４ ①３頁印影部分，４頁印

影部分，１５頁印影部

分，１７頁印影部分 

  ○   

２５ ②１５頁人数に係る記載

のうち具体的数字の記載

部分 

  ○   

２６ ③１５頁不開示部分（①

及び②に掲げる部分を除

く），１６頁１６行目２

文字目ないし８文字目，

１８行目及び１９行目，

１７頁不開示部分（①に

掲げる部分を除く），１

８頁不開示部分 

○     

１６ 就業規則 ２７ １頁印影部分   ○   

１７ 賃金支給規則 ２８ １頁印影部分   ○   

１８ 時間外労働及び休

日労働に関する協

定書 

２９ ①１頁労働者代表者署

名，印影部分，４頁労働

者代表者署名，印影部分 

○     

３０ ②１頁事業場印影部分，

４頁事業場印影部分， 
  ○   

３１ ③２頁労働者数の記載部

分 
  ○   

１９ 履歴書等 ３２ 事業場印影部分   ○   

２０ 健診結果一覧表 ３３ ①１頁事業場印影部分   ○   

３４ ②①を除く不開示部分全

て 
○     
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２１ 出勤簿 ３５ ①１頁事業場印影部分   ○   

３６ ②①を除く不開示部分全

て 
○     

２２ タコグラフ① ３７ ①１頁事業場印影部分    ○   

３８ ①２頁ないし最終頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分 

 ○  

３９ ②第三者署名，印影部分 ○     

２３ タコグラフ① ４０ ①１頁事業場印影部分    ○   

４１ ①２頁ないし最終頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分 

 ○  

４２ ②第三者署名，印影部分 ○     

２４ タコグラフ③ ４３ ①１頁事業場印影部分   ○   

４４ ①２頁ないし最終頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分 

 ○  

４５ ②第三者署名，印影部分 ○     

２５ タコグラフ④ ４６ ①１頁事業場印影部分   ○   

４７ ①２頁ないし最終頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分 

 ○  

４８ ②第三者署名，印影部分 ○     

２６ タコグラフ⑤ ４９ ①１頁事業場印影部分   ○   

５０ ①２頁ないし最終頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分 

 ○  

５１ ②第三者署名，印影部分 ○     

２７ タコグラフ⑥ ５２ ①１頁事業場印影部分   ○   

５３ ①２頁ないし１３頁の車

体Ｎｏの記載部分，総走

行距離の記載部分，１３

頁上部の表の車体Ｎｏの

記載部分，総走行距離の

記載部分，１３頁下部の

表の不開示部分（②に掲

げる部分を除く。）１４

 ○  
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頁車体Ｎｏの記載部分，

総走行距離の記載部分 

５４ ②第三者署名，印影部分 ○     

２８ 健康保険・厚生年

金保険被保険者資

格取得確認および

標準報酬決定通知

書 

５５ ①１頁事業場印影部分，

２頁事業場印影部分 
  ○   

５６ ②①を除く不開示部分全

て ○     

２９ 理由書等 ５７ ①１頁事業場印影部分，

２頁事業場印影部分 
  ○   

５８ ②１頁１４行目１１文字

目ないし１６文字目，１

９行目８文字目ないし１

３文字目 

○   ○ 

３０ 点呼記録簿（８月

分） 

５９ ①②を除く不開示部分全

て 
  ○   

６０ ②個人名及び個人の印影

部分 
○     

３１ 点呼記録簿（７月

分） 

６１ ①②を除く不開示部分全

て 
  ○   

６２ ②個人名及び個人の印影

部分 
○     

３２ 点呼記録簿（６月

分） 

６３ ①②を除く不開示部分全

て 
  ○   

６４ ②個人名及び個人の印影

部分 
○     

３３ 点呼記録簿（５月

分） 

６５ ①②を除く不開示部分全

て 
  ○   

６６ ②個人名及び個人の印影

部分 
○     

３４ ８月度アルコール

検知 

６７ ①事業場印影及び②を除

く不開示部分全て 
  ○   

６８ ①事業場印影部分  ○  

６９ ②個人名，個人の印影部

分，及び検知結果 
○     

３５ ７月度アルコール

検知 

７０ ①事業場印影及び②を除

く不開示部分全て 
  ○   



 14 

７１ ①事業場印影部分  ○  

７２ ②個人名，個人の印影部

分，及び検知結果 
○     

３６ ６月度アルコール

検知 

７３ ①事業場印影及び②を除

く不開示部分全て 
  ○   

７４ ①事業場印影部分  ○  

７５ ②個人名，個人の印影部

分，及び検知結果 
○     

３７ ５月度アルコール

検知 

７６ ①事業場印影及び②を除

く不開示部分全て 
  ○   

７７ ①事業場印影部分  ○  

７８ ②個人名，個人の印影部

分，及び検知結果 
○     

３８ 受診歴等について

（回答）等 

７９ 1 頁印影部分 
  ○   

３９ 全部事項証明書等 ８０ なし       

 


